
日　　時 2023年６月21日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場　　所 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング　５階　カンファレンス内　会議室

議　　案 剰余金処分の件

第17回定時株主総会招集ご通知



株主の皆さまへ

代表取締役社長

清　川　甲　介

平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申しあげます。
　当社の第17回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
　当社は第15期より「改革と挑戦」をテーマに掲げ、永続的な企業価
値の向上に努めてまいりました。2022年５月には、2027年３月期ま
でに売上高400億円、NonｰGAAP営業利益50億円、技術者数6,200
人を目指す中期経営計画を策定いたしました。中期経営計画に基づ
き、将来的な成長の礎である「エンジニア応援プラットフォーム」の
確立と運用により、当社グループ独自の価値を提供し、さらなる事業
規模の拡大に取り組んでまいります。
　また、当社は2022年４月の市場再編においては、東京証券取引所
プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に移行いたしまし
た。引き続きプライム市場維持基準の適合を目指し、流通株式時価総
額拡大の為、足元の業績計画の着実な達成を目指します。
　株主の皆さまをはじめ、あらゆるステークホルダーに信頼され、広
く社会に貢献できる企業となるよう、一丸となって精励してまいる所
存でございます。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも、より一層のご指導ご鞭
撻を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

常務取締役

小　粥　哉　澄
常務取締役

齋　藤　正　彦
取締役

越　川　裕　介
社外取締役

葉　山　憲　夫
社外取締役

藤　巻　正　司

常勤監査役

星　野　義　明
社外監査役

春　馬　　学
社外監査役

大　倉　　淳

役員一覧
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証券コード　7059
2023年６月２日

(電子提供措置の開始日2023年5月30日)
株　主　各　位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
株式会社コプロ・ホールディングス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   代表取締役社長 清 川 甲 介

当社ウェブサイト　https://www.copro-h.co.jp/ir/stockbond/meeting.html

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第17回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第17
回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアク
セスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト
にも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセ
スして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情
報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日ご出席いただくほか、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、後記
「議決権行使のご案内」をご参照のうえ、2023年６月20日（火曜日）午後６時までに議決
権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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記

１.   日　　　　時　　2023年６月21日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２.   場　　　　所　　愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
　　　　　　　　        大名古屋ビルヂング　５階　カンファレンス内　会議室
　　　　　　　　      （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３.   目 的 事 項

報 告 事 項　　１.  第17期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

２.  第17期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告
の件

       決 議 事 項　　議 案　剰余金処分の件
４.   招集にあたっての決定事項

(1)　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する
賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)　会社法改正により、電子提供措置事項について前頁に記載の各ウェブサイトにアクセ
スのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた
株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面
交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいた
します。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定
款の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人
が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部
であります。

以　上
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載のインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイ　

トにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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●当日のアクセス方法：https://web.sharely.app/login/copro-h-17
① 上記のＵＲＬを入力いただくか、右図の二次元コードを読み込み、ライブ配信

ページにアクセスしてください。
② 接続されましたら、議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番

号」及び「保有株式数」を画面表示に従って入力しログインしてください。

第17回定時株主総会ライブ配信のご案内

ご自宅から本総会をご視聴いただけるようライブ配信を実施いたします。本ライブ配信は視聴専用で
あり、質疑応答には対応しておりませんので、ご理解のほどお願い申しあげます。

●配信日時：2023年６月21日（水曜日）午前９時45分より（株主総会午前10時開始15分前より）

※ 書面により事前に議決権を行使される株主様は、議決権行使書を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」及び
「保有株式数」を、必ずお手許にお控えください。

※ ご使用機器や通信環境によってご視聴いただけない場合がございます。また、ご視聴いただくための通信料につき
ましては株主様にてご負担いただきますようお願い申しあげます。

※ その他詳細は当社ウェブサイトでもご確認いただけます。

ライブ配信に関するご留意事項
● 当日質問及び動議を提出する可能性がある株主様は、本総会会場へ直接ご出席ください。
● 当日は安定した配信に努めてまいりますが、通信環境の影響により、ライブ配信の映像・音声の乱れ及び一時中断

などの通信障害が発生する可能性がございます。当社はこれら通信障害によってオンライン参加のご視聴者様が被
った不利益に関しては、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

● オンライン株主総会当日において、ご視聴者様側の環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラ
ブルにつきましてもサポートできかねます。予めご了承ください。

● ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
● 映像や音声データの第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝えることは禁じま

す。
● その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイトを確認ください。

https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533
株主総会当日のライブ配信についてのお問い合わせ先
電話番号：03-6416-5286　受付時間：2023年６月21日（水曜日）午前9時　~　株主総会終了時まで
※ 株主総会の議案に対するご質問や、その他株主総会の内容に関するご意見及びご質問にはお答えできません。あら

かじめご了承ください。
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

インターネットで議決権を
行使する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2023年６月21日（水曜日）
午前10時

（受付開始：午前９時）

2023年６月20日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

2023年６月20日（火曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3
「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
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株主総会参考書類

議案　剰余金処分の件
　当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元においては配当を基本とし、中期経営計画
「コプロ・グループ Build the Future 2027」の対象期間(2023年3月期～2027年3月期)は減配を
行わず、積極的な投資により達成される利益成長に応じて、安定的な配当を行うことを基本方針とし
ます。
　当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき当期業績及び将来の事業成長に向けた投資計
画や備え等を含め総合的に勘案した結果、株主の皆さまに対する適切な利益還元を行うため、前期に
比べ１株当たり10円増配し、以下のとおりといたしたいと存じます。
　なお、先に実施しました中間配当（１株当たり10円）とあわせた年間配当は、１株当たり50円と
なり、前期に比べ１株当たり10円の増配となります。

①　配当財産の種類
　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金 40円
　総額 371,743,720円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年６月22日

以　上
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染対策による行動制限が緩和さ

れたことで経済活動の正常化が進み、ウィズコロナの下で景気の持ち直しが見られました。
このような経済環境の中、当社グループの主要顧客が属する建設業界においては、国土強靭化

計画等を背景とする関連予算の執行により、公共投資が底堅く推移したほか、民間建設投資はア
フターコロナを見据えた設備投資意欲の向上により、製造業を中心に増加し、全体としては前期
を上回りました。当社グループにおいても、建設業界が抱える技術者の高齢化及び若手不足の構
造的な問題は依然として続いており、技術者派遣事業の足もとの受注状況は前期を大きく上回る
水準で推移しています。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響も軽微であることから、外部
環境は堅調に推移しております。

このような事業環境のもと、当社グループは2022年５月に公表した中期経営計画「コプロ・
グループ Build the Future 2027」の実現に向け、中長期の成長を見据えた取組みを推進してお
ります。

当社グループのコアサービスである建設技術者派遣を展開する株式会社コプロ・エンジニアー
ドでは、取引先からの月間の取得案件数が3,000件を超える等旺盛な人財需要に対して、事業成
長の礎である技術者を確保することを優先課題に掲げ、採用活動の強化、並びに定着率の改善に
係わる取組みを推進いたしました。採用面においては、先行投資として採用コストを積極投入
し、有料媒体や自社求人サイト「現キャリ」を通した求人を拡大いたしました。加えて、入口と
なる面接数の拡大を始めとした採用活動量の底上げに取り組んだ結果、当連結会計年度における
採用人数は1,472人と過去最高を記録し、前期比638人の増加となりました。また、技術社員が
安心して長く働ける環境を提供するために、工事案件を豊富に有し、高い契約継続率が見込める
ターゲット企業への深耕営業に継続して注力したほか、条件を満たした有期雇用技術社員を対象
に無期雇用への転換を進めたことにより、退職人数が抑制され、定着率は74.4%（前期比5.0pt
増）と改善いたしました。更には、高砂熱学工業株式会社の連結子会社であるヒューコス株式会
社の労働者派遣事業を2022年４月１日付で吸収分割により承継したことにより、大手サブコン
で経験を培った高スキルの技術者122人が移籍いたしました。これらの取組みにより、当連結会
計年度末における技術者数は2,777人（前連結会計年度末1,995人）となりました。また、
2022年11月14日付で建設業向けDXを手がけるスパイダープラス株式会社と業務提携契約を締
結し、人財の付加価値向上を目的に、同社が提供する建設DXサービス「SPIDERPLUS」に関す
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る研修を技術者に対して行い、建設現場のDX化に対応できる即戦力人財の育成に取り組んでお
ります。

機械設計開発技術者派遣・請負サービスを展開する株式会社アトモスにおいては、首都圏の需
要取り込みを目的に東京支店を開設したほか、採用面では大手メーカー出身のエキスパート人財
に加え、未経験者の採用も強化いたしました。これらの結果、当連結会計年度末における技術者
数は159人（前連結会計年度末116人）となりました。

ＳＥＳ（システムエンジニアリングサービス）を展開するバリューアークコンサルティング株
式会社においては、2021年10月のM&Aによるグループイン以降、営業体制を順次強化してい
ることも奏功し、事業年度末の季節性要因により2022年４月の稼働人数は一時的に減少したも
のの、５月以降は増加傾向に転じ、当連結会計年度末における稼働技術者数は100人（前連結会
計年度末90人）となりました。また、2023年３月には、登録者 8,000 人以上の国内最大級 IT 
エンジニア向け案件紹介サイト「ハッピーエンジニア」を全面リニューアルし、新たに「ベスキ
ャリ IT」としてオープンいたしました。ユーザーインターフェース等の使い勝手を改良したほ
か、イメージキャラクターとしてお笑いコンビの宮下草薙のお二人を起用し、ブランディングの
強化を図っております。

2021年４月にベトナム社会主義共和国に設立した海外事業子会社COPRO VIETNAM CO., 
LTD.においては、人材難に悩む日系企業と日本での就業を希望するベトナム人学生をつなぐ事を
目的に、現地の理工系国立大であるハノイ工業大学と2022年５月に提携いたしました。また、
７月からは学生の募集及び日本語教育等の無償提供を順次開始いたしております。引き続き、サ
ービス展開の基盤固めを行ってまいります。

これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、建設技術者派遣の株式会社コプロ・エ
ンジニアードの技術者数が増加したことに加え、株式会社アトモス、バリューアークコンサルテ
ィング株式会社においても技術者数が伸長し、当連結会計年度末の連結技術者数が3,036人（前
連結会計年度末2,201人）と増加したため、売上高が18,791,365千円(前期比20.5％増）となり
ました。利益面につきましては、売上高の増加に伴い売上総利益が増加した一方、積極的な先行
投資による採用費の増加、事業拡大に必要な営業部門の増強による人件費の増加、連結子会社の
増加に伴う販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は1,321,738千円（同18.5％減）、
経常利益は1,324,251千円（同18.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は、864,595千円
（同10.2％減）となりました。

なお、当社グループは技術者派遣事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を
省略しております。
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資額は288,533千円であり、うち主な内訳は、本社改装に
伴う設備投資として建物及び構築物の取得16,224千円、工具、器具及び備品の取得12,309千
円、支店移転に伴う設備投資として建物及び構築物の取得105,656千円、工具、器具及び備
品の取得82,894千円及び営業支援システムの開発等による設備投資としてソフトウェア仮勘
定の取得42,012千円であります。
　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③　資金調達の状況
　当社グループは、今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で
自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行と総額30億円のコミ
ットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末において、本コミットメ
ントラインに基づく借入実行残高はありません。

区 分 第 14 期
(2020年３月期)

第 15 期
(2021年３月期)

第 16 期
(2022年３月期)

第 17 期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高(千円) 13,122,871 14,836,579 15,589,085 18,791,365
経 常 利 益(千円) 1,585,296 1,439,718 1,619,771 1,324,251
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(千円) 1,084,160 1,009,179 962,953 864,595

１株当たり当期純利益 (円) 115.08 106.74 102.12 93.09
総 資 産(千円) 8,030,522 8,514,344 8,841,319 9,995,239
純 資 産(千円) 5,487,966 6,272,402 6,575,164 7,112,171
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 582.09 656.54 704.25 757.66

⑵　財産及び損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純
資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当た
り当期純利益及び１株当たり純資産については、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して算定しております。
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期間 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期
建設・プラント技術者 1,984人 2,020人 1,995人 2,777人
機械設計開発技術者 － － 116人 159人
システムエンジニア － － 90人 100人

⑶　対処すべき課題
　当社グループは、以下の事項を主要な課題として認識し、事業展開を図る方針であります。

①　人材確保及び育成
　人材の確保は当社グループの成長の礎であり、いかに付加価値の高いエンジニアとなり得
る人材を獲得していくか、また、いかに在籍する派遣技術社員のスキルを高めていくかが重
要となります。高スキルエンジニアの採用については、売り手市場が継続する見通しである
ため、主力のWeb媒体に加え、在籍する社員からの紹介等も活用してまいります。また、
自社運営求人サイト「現キャリ」「ベスキャリIT」の更なる集客強化・機能性向上を図ると
ともに、中長期的な事業成長を担う人材を確保するため、引き続き新卒採用にも注力いたし
ます。
　人材の育成については、名古屋で運営する教育施設「監督のタネ」において、より実践的
な研修プログラムの開発・導入を進めております。また、リモートによる研修体制を構築
し、派遣技術社員の居住エリアに囚われることなく、より多くの人材のキャリアアップを促
進いたします。
　また、派遣技術社員に対するフォローを当社営業社員が一貫して行い、派遣技術社員の就
業状況や健康状態を細やかにサポートするための各種施策を通じて、定着率の向上を図って
まいります。
　なお、当社グループの期末に在籍する派遣技術者数は下表のとおりであります。

②　労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下、労働者
派遣法）の改正への対応

　労働者派遣法は1986年の施行から2023年現在までに多くの改正を繰り返しており、
2007年までは需要に応じた派遣業の規制緩和、2012年以降は派遣労働者保護のための規
制強化が大きな流れとなっております。これは、日雇い派遣が問題となった2007年、リー
マンショックが起こった2008年頃に突然の派遣切りや雇止めにより苦境に立たされる派遣
労働者が増えたこと、違法派遣が社会問題化したことなどが影響していました。2012年の
改正では、派遣労働者の保護を目的とした法律であることが、法律名に明示もされることと
なりました。
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　近年の改正も、2012年以降に行われてきた派遣労働者の保護と支援をさらに具体的に推
し進めることを目的になされており、2020年の改正は、同一企業で働く正規雇用労働者と
非正規雇用労働者との間にある不合理な格差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の実現に
向けた重要な改正となっております。2021年の改正においては、書面による作成が必要で
あった派遣契約書について電磁記録での作成が認められたほか、派遣労働者に対し、キャリ
ア支援に関する説明や雇用安定措置に関わる希望聴取を行うことが派遣事業を行う上で義務
付けられることとなりました。
　当社グループは「労使協定方式」に基づき派遣労働者の待遇を決定することで、計画的な
教育訓練や職務経験による人材育成を経て、段階的に賃金含む待遇の改善の実施等、派遣労
働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行っております。
　このような法改正への当社グループの適切な対応は、我が国が目指す「派遣労働者を適切
に保護し、適切な管理の下で労働者派遣を行う」方針に基づいており、当社グループの持続
的な成長にも繋がるものと認識しております。
　労働者派遣法は、今後も社会状況や課題に対応する形で改正が行われることが想定されま
す。当社グループは、今後も法改正に伴う経営環境の変化に適切に対応しつつ、引き続き事
業の安定・拡大に努めてまいります。

③　営業力強化
　継続的な成長のためには、既存取引の維持・新規顧客の開拓に加え、顧客企業の新たなニ
ーズを引き出すことで取引件数を増加させる必要があります。
　このために当社グループは、重点企業へのアプローチを集中して行い、多くの案件を獲得
することを目指してまいります。また、営業プロセスの再構築、マッチングの強化、ツール
導入による業務効率化を進め、顧客・案件情報の集約・分析をすることで、100％近い稼働
率を維持し、中長期的に継続する就業先へのシフトが臨機応変に実施できるよう取り組んで
まいります。
　建設・プラント技術者派遣においては、重点企業への取引拡大に向けて取り組んでまいり
ます。また、業務提携により付加価値の高い建設業界向けDX人材を育成する事で同業他社
と差別化を図ります。
　機械設計開発技術者派遣においては、電気電子設計及び生産技術領域への拡大に加えて、
新規領域として組込み系を中心にしたソフトウェア開発や半導体業界へのリソース集中、及
びチーム派遣の実行に向けて取り組んでまいります。
　システムエンジニアリングにおいては、新規顧客の開拓に注力し取引企業の増加を図って
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まいります。現在、ITキャリア推進協会への加盟、新規アポイントの取得を行っておりま
す。更に拡大させるため外部業者からの紹介なども有効活用し浅い商流の契約を増やすこと
による、エンジニアへの還元と業績の拡大を図ってまいります。

④　長時間労働の抑制
　昨今の労働行政においては、働き方改革関連法案の施行により長時間労働に対する指導・
監督が強化されており、企業側に従業員へのきめ細かな労務管理と安全配慮を求めるものと
なっております。派遣元である当社グループは、派遣先に対して当社グループ派遣技術社員
が当社グループの36協定の範囲を超えて時間外労働を行うことがないよう、ＩＴ端末貸与
によりリアルタイムに勤怠状況が把握できる体制を整備しており、派遣先に対して段階的な
改善を要請する通知を提示する等、適宜適切な措置を講じております。
　今後も引き続き労働環境の改善、適正な労働時間の管理や時間外労働の抑制等に継続的に
取り組んでまいります。

⑤　プライム市場上場維持基準の適合に向けて
　当社は2022年４月の東京証券取引所の市場区分の再編においてプライム市場を選択しま
したが、「流通株式時価総額」が上場維持基準を充たしておりません。
　上場維持基準の充足に向けて、2022年５月公表の中期経営計画「コプロ・グループ 
Build the Future 2027」（2023年３月期から2027年３月期）に基づき、各事業戦略を推
し進めることで業績拡大を図るとともに、コーポレートガバナンスの充実に係る取り組み
や、株式流動性の向上に係る取り組みにより、企業価値の向上を通して時価総額の拡大を目
指してまいります。
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事　業　区　分 事　業　内　容

技 術 者 派 遣 事 業
建設・プラント技術者派遣・紹介
機械設計開発技術者派遣・請負
システムエンジニアリングサービス

⑷　主要な事業内容（2023年３月31日現在）

本 社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

株 式 会 社 コ プ ロ ・ エ ン ジ ニ ア ー ド 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
COPRO GLOBALS PTE. LTD. シンガポール共和国
COPRO VIETNAM CO., LTD. ベトナム社会主義共和国
株 式 会 社 ア ト モ ス 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番20号
バリューアークコンサルティング
株 式 会 社 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

⑸　主要な営業所（2023年３月31日現在）
①　当社

②　子会社

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
3,301名 924名増

⑹　使用人の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員であり、海外の現地採用者を含んでおります。
２．使用人数が前連結会計年度末と比べて924名増加しておりますのは、持続的な成長を図るため、新卒

採用及び中途採用を積極的に行ったことによるものであります。
３．当社グループは技術者派遣事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませ

ん。
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使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
82名 ２名減 33.5歳 3.1年

②　当社の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員であり、出向者は出向元に含めず、出向先に含めております。
２．平均勤続年数の算定にあたっては、連結子会社からの転籍等により当社で就業している使用人は、各

社における勤続年数を通算しております。
３．当社は技術者派遣事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

名 称 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 コ プ ロ ・ エ ン ジ ニ ア ー ド 30,000千円 100.0％ 建設・プラント技術者の人材派
遣・人材紹介

COPRO GLOBALS PTE.  LTD.  665,000SGD 100.0％ ASEANにおける市場調査、人材派
遣・人材紹介

COPRO VIETNAM CO. ,  LTD. 6,720百万VND （100.0％）
ベトナムでの建設・プラント、機
械設計・開発分野における技術者
の人材育成及び人材派遣・人材紹
介

株 式 会 社 ア ト モ ス 35,000千円 100.0％ 機械設計開発技術者の人材派遣・
請負

バリューアークコンサルティング
株 式 会 社 10,480千円 100.0％ システムエンジニアリングサービス

⑺　重要な子会社の状況（2023年３月31日現在）

（注）１．出資比率の（　）内は、間接出資比率であります。
２．2023年４月にCOPRO GLOBALS PTE. LTD.よりCOPRO VIETNAM CO., LTD.の全持分を取得

し、直接出資比率100％となりました。
３．特定完全子会社に該当する子会社はありません。

⑻　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 40,000,000株
②　発行済株式の総数 10,000,000株
③　株主数 2,717名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社リタメコ 4,200,000 45.2

清川　甲介 1,213,541 13.1

蔭山　恭一 500,000 5.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 261,400 2.8

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 156,900 1.7

森實　厚裕 150,000 1.6

内藤　征吾 108,500 1.2

野村　博之 90,000 1.0

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ 87,700 0.9

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 80,600 0.9

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2023年３月31日現在）

④　大株主

（注）１．当社は、自己株式を706,407株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
　当社は、2020年６月24日開催の第14回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度
を導入いたしました。これを受け、2022年６月23日開催の取締役会において譲渡制限付株式報
酬として自己株式の処分を決議し、同年７月20日付で取締役（社外取締役を除く。）４名に対し
自己株式4,658株の処分を行っております。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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名称
（発行決議日）

新株予約権
の数

目的となる
株式の数 発行価額 権利行使

価額
行使の
条件 権利行使期間

第１回新株予約権
（2017年3月31日） 36,600個 73,200株 1株当たり

0円
1株当たり

378円
（注）
１

2019年４月１日から
2027年３月31日まで

第２回新株予約権
（2018年３月12日） 68,950個 137,900株 1株当たり

0円
1株当たり

675円
（注）
１

2020年３月13日から
2028年３月12日まで

第３回新株予約権
（2021年５月14日） 142,000個 284,000株 1株当たり

0円
1株当たり
1,284円

（注）
２

2023年５月15日から
2031年５月14日まで

第４回新株予約権
（2022年５月13日） 2,060個 206,000株 1株当たり

100円
1株当たり

962円
（注）
３

2023年６月３日から
2032年６月２日まで

第５回新株予約権
（2022年５月13日） 2,270個 227,000株 1株当たり

100円
1株当たり

962円
（注）
４

2022年６月３日から
2032年６月２日まで

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度末日における新株予約権の状況

（注）１．予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談
役、執行役員、顧問又は従業員等の地位を有していることを要する。但し、当社の従業員等の地位を任期満了に
より退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。

２．新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の初日（2023年５月15日）において当社又は当社の子会社の課長職
以上の職位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役又は監査役に就任した場合及び定年退職そ
の他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の課長職以上の職位を有しなくなった場合はこ
の限りでない。

３．新株予約権者は、2023年３月期から2027年３月期のいずれかの事業年度において、当社の調整後営業利益が
5,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における調整
後営業利益の判定に際しては、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以
下同様。）及び当社の連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合は
キャッシュ・フロー計算書）に記載された営業利益に、減価償却費、のれん償却費及び株式報酬費用を加算した
額をもって判定するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象
が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合に
は、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができ
るものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があ
った場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員で
あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合
は、この限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終
値が一度でも行使価額に40％を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行
使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りで
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名称
取締役 監査役

新株予約権の数及び
目的となる株式の数 保有者数 新株予約権の数及び

目的となる株式の数 保有者数

第1回新株予約権 36,600個(73,200株) ２名 － －

第２回新株予約権 22,300個(44,600株) ３名 1,300個(2,600株) ２名

第４回新株予約権 800個(80,000株) ４名 － －

第５回新株予約権 2,080個(208,000株) ６名 90個(9,000株) ３名

名称
当社使用人 子会社の役員及び使用人

新株予約権の数及び
目的となる株式の数 交付者数 新株予約権の数及び

目的となる株式の数 交付者数

第４回新株予約権 430個(43,000株) ８名 1,010個(101,000株) 19名

第5回新株予約権 － － 100個(10,000株) ２名

はない。
a.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明
した場合

c.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大き
な変更が生じた場合

d.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

②　当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権の状
況

③ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

④ その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 清 川 甲 介

株式会社コプロ・エンジニアード　代表取締役社長
COPRO GLOBALS PTE. LTD.　代表取締役社長
COPRO VIETNAM CO.,LTD.　代表取締役社長
株式会社アトモス　取締役
バリューアークコンサルティング株式会社　代表取締役社長

常 務 取 締 役 小 粥 哉 澄 株式会社アトモス　取締役

常 務 取 締 役 齋 藤 正 彦

経営管理本部長
株式会社コプロ・エンジニアード　取締役
COPRO GLOBALS PTE. LTD.　取締役
COPRO VIETNAM CO.,LTD.　取締役
バリューアークコンサルティング株式会社　取締役

取 締 役 越 川 裕 介 株式会社コプロ・エンジニアード　取締役

取 締 役 葉 山 憲 夫 社会保険労務士法人葉山事務所　所長
株式会社東名　社外監査役

取 締 役 藤 巻 正 司 ティー・ハンズオンインベストメント株式会社　代表取締役

常 勤 監 査 役 星 野 義 明
株式会社コプロ・エンジニアード　監査役
株式会社アトモス　監査役
バリューアークコンサルティング株式会社　監査役

監 査 役 春 馬 　 学
and LEGAL弁護士法人　代表弁護士
株式会社ネクステージ　社外監査役
ポバール興業株式会社　社外監査役

監 査 役 大 倉 　 淳 大倉会計事務所　代表
名南Ｍ＆Ａ株式会社　社外監査役

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役葉山憲夫氏及び藤巻正司氏は、社外取締役であります。
２. 監査役春馬学氏及び大倉淳氏は、社外監査役であります。
３. 当社は社外取締役の葉山憲夫氏及び藤巻正司氏、社外監査役の春馬学氏及び大倉淳氏を、東京証券取

引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
４. 監査役大倉淳氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
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②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役
との間において、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役及び監査役の全員と当該契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としており
ます。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社及び子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は特約部分も
含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
　当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、
当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填する
こととされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じ
た損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。

④　取締役及び監査役の報酬等
Ⅰ　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委
員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判
断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
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ａ．役員報酬の決定方針
当社の役員報酬の決定方針は、次のとおりであります。

1.継続的な企業価値の向上と業績向上へのインセンティブとして機能する報酬とし、株
主との価値を共有します。

2.役割と責任に見合った、かつ優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とします。
3.説明責任の果たせる透明性、公正性を重視した報酬とします。

ｂ．役員報酬の決定プロセス及び内容
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問

機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役、
社外監査役及び社外有識者の３名以上で構成され、審議の客観性を確保するため、委員
長は独立社外取締役が務め、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等に
ついて審議、答申を行っております。

なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範
囲内で、当社の定める規定に基づいて金額を算出し、指名・報酬委員会での審議、答申
後、取締役の報酬は取締役会で審議され、監査役の報酬は監査役会で協議されます。

ｃ．職位別の報酬構成
取締役（社外取締役を除く）
・基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しております。
・業績連動報酬において目標を達成した場合は、理論上おおよそ、「基本報酬

60％、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の合計が40％」の報酬構成比となるよ
う設計しております。

社外取締役
・独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみを支給しております。
監査役
・順法監査を行う立場であることを鑑み、基本報酬のみを支給しております。
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報酬等の種類 給付形式
固定/変動 報酬等の内容

基本報酬 金銭
固定

・経済情勢、当社の成長力等を考慮した報酬水準と
します。

・役割責任に応じた固定報酬として支給します。

業績連動報酬
金銭
変動

（単年度）

・年度毎の全社業績達成への責務から、企業価値・
株主価値向上に対する要素をより明確に報酬に連
動させるため、連結純利益額を指標としていま
す。

・連結純利益を基準に算出した理論総原資額を役位
に応じた比率で配分し、これに担当組織の業績評
価及び個人の戦略的行動評価、ガバナンス体制貢
献度等による係数を掛けることで、報酬額を決定
します。なお、理論総原資額は当期連結純利益の
8％、業績評価等係数は0.7～1.3です。

　※計算式
業績連動報酬＝{(連結純利益額×8％)×当社報
酬ガイドラインで定める役位比率}×当社報酬
ガイドラインで定める業績評価等係数

譲渡制限付株式報酬
非金銭
変動

（中長期）

・株主との価値共有及び取締役の株価への意識付け
による、中長期の企業価値向上に対するインセン
ティブとして導入しています。

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

213
（16）

140
（16）

69
（－）

3
（－）

6
（2）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

18
（10）

18
（10）

－ － 3
（2）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

232
（26）

158
（26）

69
（－）

3
（－）

9
（4）

ｄ．報酬体系

Ⅱ　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 業績連動報酬等にかかる業績指標は連結純利益であり、その実績は962百万円であります。

当該指標を選択した理由は、年度毎の全社業績達成への責務から、企業価値・株主価値向上に対する
要素をより明確に報酬に連動させるためであります。
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３. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、内容は譲渡制限付株式報酬であります。
また、当事業年度における交付は「２．⑴　⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交
付した株式の状況」に記載しております。

４. 取締役の金銭報酬の額は、2017年３月31日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内と決議
しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員
数は、６名（うち、社外取締役０名）です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年６月24日開催の第14回定時株主総会において、譲渡制限付株
式報酬の額として年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内（社外取締役は付与対象外）
と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役２名）で
す。

５. 監査役の金銭報酬の額は、2017年２月24日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議
しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名です。

⑤　社外役員に関する事項
Ⅰ　重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

　取締役葉山憲夫氏は社会保険労務士法人葉山事務所の所長であり、同所は当社と利害関係
はありません。また、同氏の兼職先である株式会社東名と当社との間には利害関係はありま
せん。
　取締役藤巻正司氏はティー・ハンズオンインベストメント株式会社の代表取締役であり、
同社は当社と利害関係はありません。
　監査役春馬学氏はand LEGAL弁護士法人の代表弁護士であり、同所は当社と利害関係は
ありません。また、同氏の兼職先である株式会社ネクステージ、ポバール興業株式会社と当
社との間には利害関係はありません。
　監査役大倉淳氏は大倉会計事務所の代表であり、同所は当社と利害関係はありません。ま
た、同氏の兼職先である名南Ｍ＆Ａ株式会社と当社との間には利害関係はありません。

Ⅱ　主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 葉 山 憲 夫

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席しております。同
氏は特定社会保険労務士の資格を有し、取締役会において、主に労務関
連の専門的な知見及び豊富な実績から、適宜必要な発言を行っておりま
す。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された
委員会４回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬決定
過程における監督機能を主導しております。

取締役 藤 巻 正 司

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席しております。同
氏は取締役会において、主に経験豊かな経営管理の観点から、適宜必要
な発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事
業年度に開催された委員会４回の全てに出席し、客観的・中立的立場で
当社の役員報酬決定過程における監督機能を担っております。

監査役 春 馬 　 学
当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会13回の全てに出席
しております。同氏は弁護士の資格を有し、取締役会及び監査役会にお
いて、主に公正な経営に関し、会社法等の専門的な知見から、適宜必要
な発言を行っております。

監査役 大 倉 　 淳
当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会13回の全てに出席
しております。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、取締役会及
び監査役会において、主に会社財務等に関し、専門的な知見から、適宜
必要な発言を行っております。

Ⅲ　当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 40百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名称

　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３. 当社の重要な海外子会社であるCOPRO VIETNAM CO., LTD.は、当社の会計監査人と同一のネット
ワークに属しているKPMG（外国における公認会計士又は監査法人に相当する資格を有する者）の監
査（会社法又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定によるものに限る。）を受けておりま
す。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、下記のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会にて決議しており、
この基本方針に基づいた整備を行っております。
Ⅰ. 当社及び当社子会社（以下「コプログループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が

法令及び定款に適合することを確保するための体制
１. 当社の取締役は、コプログループにおけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範

を目的として制定した「コンプライアンス規程」を率先垂範するとともに、その遵守の重
要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を図る。

２. 当社の取締役は、「コンプライアンス規程」の周知徹底のための活動を行い、内部監査部
門は、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善
策の提案等を行う。

３. 当社の取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発
見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告す
る。

４. 当社の管理部門を情報提供先とする内部通報制度の利用を促進し、コプログループにおけ
る法令違反又は「コンプライアンス規程」の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に
努めるとともに、使用人にその実践を促す。

５. 当社の経営会議メンバーは、コプログループにおける不正行為の原因究明、再発防止策の
策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえてリスク管理部門は、再発防止
策の展開等の活動を推進する。

６. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、
これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅
然とした態度で対応する。

７. 当社の管理部門が内部統制システムの整備を推進する。
８. 当社の管理部門がコンプライアンスに係る業務を統括し、関連規程の整備及び運用状況を

モニタリングする。
９. コプログループの使用人の職務の執行が法令等に適合することを確保するための監査体制

を整える。

Ⅱ. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１. 情報の管理については、「情報管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制

を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報管理体
制を確立する。情報セキュリティに関する具体的施策については、リスク管理委員会で審
議し、コプログループ全体で横断的に推進する。
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２. 当社の取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令
及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

３. 当社の株主総会議事録、取締役会議事録、中期経営計画推進会議議事録、事業運営上の重
要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監
査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。

４. 企業秘密については、「文書管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基準
に従い適切に管理する。

５. 個人情報については、法令並びに「個人情報保護規程」及び「特定個人情報等取扱規程」
に基づき厳重に管理する。

Ⅲ. コプログループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１. コプログループの事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応

すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理
を実施する。

２. 当社の管理部門は、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリス
クを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、リスク管理を適切に実施する
とともに、担当事項に関して事業部門が行うリスク管理を全社横断的に支援する。

３. コプログループは、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の検討、審議等及び事故等
への対応のためにリスク管理委員会を設置する。

４. リスク管理委員会メンバーは、事業部門及び管理部門が実施するリスク管理が体系的かつ
効果的に行われるよう必要な支援、調整及び指示を行う。

５. リスク管理委員会メンバーは、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、コプ
ログループのリスク管理の実施について監督する。

６. 経営上の重大なリスクへの対応方針その他不正リスク等リスク管理の観点から重要な事項
については、リスク管理委員会において十分な審議を行うほか、特に重要なものについて
は当社の取締役会において報告する。

７. コプログループの事業部門及び当社の管理部門は、コプログループの事業に関する重大な
リスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係
する当社のスタッフ部門及び当社の中期経営計画推進会議にてその状況を報告するととも
に、特に重要なものについては、当社の取締役及び監査役に報告する。

８. コプログループのリスク管理体制及びリスク管理の実施状況については、内部監査部門が
監査を行う。
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Ⅳ. コプログループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１. 当社の取締役会は、各部門長に対する大幅な権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意

思決定及び機動的な職務執行を推進する。
２. 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、原則として月１回定時に開催するほか、

必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
３. 当社の取締役会は、コプログループの中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行

状況を監督する。
４. 各部門長は、当社の取締役会で定めた中期経営目標及び予算に基づき効率的な職務執行を

行い、予算の進捗状況については、事業執行会議で確認し、取締役会に報告する。
５. コプログループの取締役及び各部門長の職務執行状況については、適宜、当社の取締役会

に対して報告する。
６. 各部門長その他の使用人の職務権限の行使は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に

基づき適正かつ効率的に行う。

Ⅴ. コプログループにおける業務の適正を確保するための体制
１. 当社は「関係会社管理規程」に基づき、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保す

るための体制の整備に関する指導及び支援を行う。
２. 当社は、コプログループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、各子会社に

ついて、取締役及び監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門を定める
こととし、当該主管部門は、子会社と事業運営に関する重要な事項について情報交換及び
協議を行う。

３. コプログループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために必要なとき
は、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重
要な事項については中期経営計画推進会議での審議及び取締役会への付議を行う。

４. 当社の内部監査部門は、業務の適正性に関する子会社の監査を行う。
５. 当社の監査役は、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、コプログループにおける業

務の適正の確保のため、内部監査部門と意見交換等を行い、連携を図る。
６. 当社は、コプログループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改

善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を図る。当社の各部
門及び当社子会社は、関連するスタッフ部門の支援の下で、これを実施する。また、内部
環境及び外部環境の重要な変化があった場合には、統制活動に与える影響を評価し、変更
の有無を検討する。
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Ⅵ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

１. 当社の監査役より合理的な理由に基づき監査業務の補助者を求められた場合、監査役の職
務を補助する能力と知識を備えた使用人を置く。

２. 同使用人の人事異動、評価等については常勤監査役の同意を得た上で決定することとし、
取締役からの独立性を確保する。

Ⅶ. コプログループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、及び当該報告をした者
が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

１. 当社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関
する報告を行う。

２. 当社の管理部門長は、その職務の内容に応じ、月次、四半期毎その他の頻度で定期的に監
査役に対する報告を行う。

３. 当社の管理部門長は、監査役に対して、内部通報制度の運用状況につき定期的に報告し、
取締役に「コンプライアンス規程」に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告
が必要な場合には、直ちに報告する。

４. 重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
５. コプログループは監査役へ報告した者に対して、その報告を行ったことを理由として不利

益な取扱いを行うことを禁止する。

Ⅷ. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針、及びその他監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

１. 監査役の職務を執行する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。
２. 監査役は当社の代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を

行う。
３. 監査役は、監査法人・内部監査部門と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うと

ともに、必要に応じて監査法人・内部監査部門に報告を求める。
４. コプログループの取締役及び使用人は監査役又はその補助使用人から業務執行に関する事

項について報告及び関係資料の提出・説明を求められたときは迅速、適切に対応する。
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科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 7,751,969 流 動 負 債 2,716,985
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

4,406,607
2,899,917
445,444

2,243,270
583,639
453,952
129,687
987,574
674,957
312,616
672,056
170,613
501,442

　

未 払 金 1,727,949
未 払 法 人 税 等 218,476
未 払 消 費 税 等 487,640
賞 与 引 当 金 102,813
資 産 除 去 債 務 1,258
そ の 他 178,847

固 定 負 債 166,082
退職給付に係る負債 30,864
資 産 除 去 債 務 123,921
そ の 他 11,297
負 債 合 計 2,883,068

純 資 産 の 部
株 主 資 本 7,036,070

資 本 金 30,000
資 本 剰 余 金 1,239,291
利 益 剰 余 金 6,111,694
自 己 株 式 △344,915

その他の包括利益累計額 5,342
為替換算調整勘定 5,342

新 株 予 約 権 70,758
純 資 産 合 計 7,112,171

資 産 合 計 9,995,239 負 債 純 資 産 合 計 9,995,239

連 結 貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 18,791,365
売 上 原 価 13,216,160
売 上 総 利 益 5,575,205
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,253,467
営 業 利 益 1,321,738
営 業 外 収 益

受 取 利 息 69
受 取 賃 貸 料 1,140
未 払 配 当 金 除 斥 益 320
助 成 金 収 入 903
そ の 他 1,660 4,094

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28
不 動 産 賃 貸 費 用 966
為 替 差 損 567
そ の 他 17 1,580

経 常 利 益 1,324,251
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 227 227
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,459 5,459
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,319,019
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 475,004
法 人 税 等 調 整 額 △20,580 454,423
当 期 純 利 益 864,595
親会社株主に帰属する当期純利益 864,595

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

株 主 資 本 その他の包括
利 益 累 計 額 新 株

予 約 権
純資産
合 計

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計

為替換算
調整勘定

当連結会計年度期首残高 30,000 1,237,532 5,618,539 △349,151 6,536,921 1,943 36,299 6,575,164

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △371,441 △371,441 △371,441

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 864,595 864,595 864,595

自 己 株 式 の 取 得 △40 △40 △40

自 己 株 式 の 処 分 1,758 4,276 6,034 6,034

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 3,398 34,459 37,858

当連結会計年度変動額合計 － 1,758 493,154 4,235 499,149 3,398 34,459 537,007

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 30,000 1,239,291 6,111,694 △344,915 7,036,070 5,342 70,758 7,112,171

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 1,782,406 流 動 負 債 469,310
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工具、器具及び備品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産
関 係 会 社 株 式
関係会社長期貸付金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

1,282,593
209,334
183,266
12,267
94,944

2,153,307
239,384
191,213
47,718

452
123,615

5,900
97,915
19,800

1,790,306
1,374,947

70,000
171,212
58,840

115,306

　

リ ー ス 債 務 437
未 払 金 149,291
未 払 費 用 7,386
未 払 法 人 税 等 193,540
預 り 金 9,350
賞 与 引 当 金 30,951
そ の 他 78,352

固 定 負 債 40,745
資 産 除 去 債 務 40,745
負 債 合 計 510,056

純 資 産 の 部
株 主 資 本 3,354,899
資 本 金 30,000
資 本 剰 余 金 1,239,291
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,239,291
利 益 剰 余 金 2,430,522
利 益 準 備 金 7,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,423,022

繰 越 利 益 剰 余 金 2,423,022
自 己 株 式 △344,915

新 株 予 約 権 70,758
純 資 産 合 計 3,425,657

資 産 合 計 3,935,713 負 債 純 資 産 合 計 3,935,713

貸　借　対　照　表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

科 目 金 額
営 業 収 益 1,913,930
営 業 費 用 1,236,928
営 業 利 益 677,002
営 業 外 収 益

受 取 利 息 642
業 務 受 託 料 8,260
受 取 賃 貸 料 1,140
未 払 配 当 金 除 斥 益 320
そ の 他 773 11,136

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7
不 動 産 賃 貸 費 用 966 973

経 常 利 益 687,164
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,327
関 係 会 社 株 式 評 価 損 14,600 19,927

税 引 前 当 期 純 利 益 667,237
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 218,348
法 人 税 等 調 整 額 △34,145 184,203
当 期 純 利 益 483,034

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 30,000 1,237,532 1,237,532 7,500 2,311,429 2,318,929 △349,151 3,237,311 36,299 3,273,610

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △371,441 △371,441 △371,441 △371,441

当 期 純 利 益 483,034 483,034 483,034 483,034

自己株式の取得 △40 △40 △40

自己株式の処分 1,758 1,758 4,276 6,034 6,034
株 主 資 本 以 外
の 項 目 の 当 期
変動額（純額）

34,459 34,459

当期変動額合計 － 1,758 1,758 － 111,592 111,592 4,235 117,587 34,459 152,046

当 期 末 残 高 30,000 1,239,291 1,239,291 7,500 2,423,022 2,430,522 △344,915 3,354,899 70,758 3,425,657

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 家 　 德 子
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 馬 渕 　 宣 考

独立監査人の監査報告書
2023年５月23日

株式会社コプロ・ホールディングス
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　　 名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社コプロ・ホールディングスの2022年４月１日から

2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社コプロ・ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 家 　 德 子
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 馬 渕 　 宣 考

独立監査人の監査報告書
2023年５月23日

株式会社コプロ・ホールディングス
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　　 名古屋事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社コプロ・ホールディングスの2022年４月
１日から2023年３月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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2023年５月26日
株式会社コプロ・ホールディングス　監査役会
常 勤 監 査 役 星 　 野 　 義 　 明 ㊞
社 外 監 査 役 春 　 馬 　 　 　 学 ㊞
社 外 監 査 役 大 　 倉 　 　 　 淳 ㊞　

監　査　報　告　書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第17期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監

査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２.監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

監査役会の監査報告

以　上
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2006年
　

10月 株式会社トラスティクルー　設立
株式会社トラスティクルー名古屋支店　開設

2007年
　

２月 株式会社トラスティクルー横浜支店　開設
2008年

　
３月 株式会社コプロ・エンジニアードへ社名変更
８月 株式会社コプロ・エンジニアード東京支店　開設

2009年
　

10月 株式会社コプロ・エンジニアード札幌支店　開設
2011年

　
７月 株式会社コプロ・エンジニアード大阪支店　開設
９月 株式会社コプロ・エンジニアード首都圏支店（現 東京支店）　開設

2012年
　

３月 プライバシーマーク認証取得
10月 株式会社コプロ・エンジニアード福岡支店　開設

2013年
　

４月 株式会社コプロ・エンジニアード仙台支店　開設
2014年

　
６月 株式会社コプロ・エンジニアード広島支店　開設
11月 株式会社コプロ・エンジニアードアカデミア事業部　開設

2015年
　

５月 ホールディングス（持株会社）体制に移行
株式会社コプロ・ホールディングスに社名を変更し、同時に完全子会社として
株式会社コプロ・エンジニアードを会社分割により設立

2017年
　

２月 自社運営求人サイト「現キャリ」運営開始
４月 株式会社コプロ・エンジニアード大宮支店　開設

株式会社コプロ・エンジニアード東京本社　開設
８月 株式会社コプロ・エンジニアードアカデミアセンターから「監督のタネ」へ改称
10月 株式会社コプロ・エンジニアード神戸支店（現 大阪プラント支店）　開設

2018年
　

４月 株式会社コプロ・エンジニアード金沢支店　開設
10月 株式会社コプロ・エンジニアード名古屋第二支店　開設

2019年
　

３月 東京証券取引所マザーズ・名古屋証券取引所セントレックスに株式上場
４月 株式会社コプロ・エンジニアード東京プラント支店　開設

株式会社コプロ・エンジニアード名古屋プラント支店　開設
株式会社コプロ・エンジニアード大阪プラント支店（現 大阪支店）　開設

10月 株式会社コプロ・エンジニアード高松支店　開設
2020年

　
４月 シンガポールにCOPRO GLOBALS PTE. LTD.　設立

株式会社コプロ・エンジニアード千葉支店　開設
株式会社コプロ・エンジニアード静岡支店　開設

会社沿革



株式会社コプロ・エンジニアード北九州プラント支店　開設
９月 東京証券取引所市場第一部・名古屋証券取引所市場第一部に市場変更
11月 株式会社コプロ・エンジニアード新潟支店　開設

2021年
　 ４月 ベトナムにCOPRO VIETNAM CO.,LTD.設立

株式会社アトモスの全株式を取得し、子会社化
９月 バリューアークコンサルティング株式会社の全株式を取得し、子会社化

2022年
　 ４月 東京証券取引所プライム市場・名古屋証券取引所プレミア市場に移行

株式会社コプロ・エンジニアードが、ヒューコス株式会社の労働者派遣及び有料
職業紹介事業を吸収分割により承継



会場：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング　５階　カンファレンス内　会議室
TEL 052－589－3066

交通 ＪＲ・近鉄・名鉄　名古屋駅より 徒歩約３分
地下鉄東山線　　　名古屋駅より 徒歩約１分
地下鉄桜通線　　　名古屋駅より 徒歩約５分
あおなみ線　　　　名古屋駅より 徒歩約５分
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